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   処遇改善･受注拡大･組織建設情報 ２０２１年２月２５日（木） 

 建設キャリアアップシステムニュース 第１００号！ 

               東京土建一般労働組合 ＣＣＵＳ推進室 

「建築大工」に限り、組合員なら直接ＪＡＣに加入しなくとも受入れ可能 

「特定技能」外国人受入れ事業始まる
全建総連が｢建築大工｣で開始 
「特定技能」外国人制度が昨年、発足。「働

いている実習生に長く働いてほしい」との要望

に、「建築大工」職に限ってですが、組合とし

て受入れ希望に応えることが可能となりました。 
◆「特定技能」外国人受入れ事業とは 
外国人実習生等の「奴隷労働」の実態が問

題となり国に向けて組合も改善要求し、対策と

して「特定技能」制度が始まりした。 

①低賃金雇用によって環境をゆがめる者の

排除、②「生産性向上」と国内人材確保を推

進、③労働関係法令遵守と特定技能外国人

との相互理解・文化習慣尊重を目的に、（一

社）建設技能人材機構（JAC）が設立され、全

建総連もその会員となり昨年より、新しく「特定

技能」外国人の受入れ事業が始まりました。 
◆対象外国人は在留資格「特定技能」 
「特定技能」（建設業は１８職種）は、「担い

手確保」〔＝雇用〕を目的とするので、「技能移

転」を目的とした在留資格の「技能実習」〔＝

研修、建設業２２職種。１号〈１年〉→２号〈２年〉

帰国→３号〈２年〉帰国、最長５年間研修〕とは

全く異なる在留資格です。 

対象は、❶試験合格者〔海外の学校などで

職業訓練を受け日本語を習得し、試験合格

（技能検定３級・日本語能力試験Ｎ４など）によ

り「特定技能」１号となり、来日する外国人〕。 

もうひとつが、❷試験免除者〔⑴「技能実習」

３号、または⑵「技能実習」２号を良好に修了

した実習生、及び⑶建設就労者受入事業の

在留資格「特定活動」（２０２２年度事業終了）

の外国人〕です。 

さらに、「特定技能」１号で雇用され、５年を

経験し、試験合格により「特定技能」２号（永

住・家族帯同が可能）が取得できます。 

◆受入事業所はＣＣＵＳ登録などが義務 
受入事業所は建設業の許可をもち、ＣＣＵ

Ｓを登録し、月給制・同一技能同一賃金・昇給

等の「働き方」を整備することで、国内人材の

半数以下まで外国人雇用が可能となります。 
◆「建築大工」、組合員なら会費は無料 
「特定技能」の受入事業所はＪＡＣ加入が義

務であり年会費２４万円が必要ですが、全建

総連がＪＡＣ会員のため、傘下組合の組合員

で「建築大工」職での受入事業所は会員扱い

となり、無料です（受入負担金は必要）。さらに

対象外国人も組合加入が必須となります。 

他職種又は組合加入を望まない事業所は、

対応する各団体に加入するか、ＪＡＣ会員とな

る必要があります。受入れて雇用したい事業

所はＪＡＣの個別相談会を下記のＨＰから申込

むのがよいでしょう。 

https://jac-skill.or.jp/qa.html 

◆国交省提出書類に組合員証明が必要 
採用が整った事業所は、ＪＡＣの援助も受け

て雇用契約を締結。国交省関東地方整備局

へＪＡＣ会員証明（「全建総連組合員事業所証

明」）を添付した「特定技能受入計画」を、法務

省東京出入国在留管理局（立川に出張所が

ある）へは「在留資格審査」を申請します。 
◆東京土建では実務を技対部が担当 
この実務は、技対部で対応し、２月４日に担

当者研修（ＷＥＢ開催）がありました。 

支部では、❶「全建総連組合員事業所証

明申請書兼誓約書」と初回受入負担金（３万

円×１人５千円）の振込領収書控と、「特定技

能」外国人の組合加入を受付け、❷受入れの

「行動規範」を事業主に説明・確認し、❸技術

センターへ書類をメール送信〔技術センター

は「本部委員長印」を捺印し全建総連へ送信、

全建総連が「全建総連組合員証明書」を事業

２／２４現在 数 
技 能 者 登 録 ３３１4 
事 業 者 登 録 ９７９ 
技能者助成給付 ２８３８ 
認定登録機関設置 ２７ 

ＣＣＵＳニュースは、本部ＨＰトップ画面最下の「管理者用」内にすべて掲載してあります。参考にしてください。 
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所へ送付〕。❹その後、事業所はＪＡＣから受

入負担金（１人月２万円～１万２５００円）を請

求され、払い込みます。本部技対部では半年

ごとにＤアーチで組合在籍を確認し全建総連

に報告します。 

外国人就労を労働者としての権利が確保さ

れる雇用関係にしていく大切な実務となります。 

運営協議会運営委員会が開催 
２０年度目標達成見通し 
ＣＣＵＳ運営協議会の運営委員会が１月２９

日に開催され登録・利用状況を確認し、２０２０

年度の事業者・技能者・就業履歴（カードタッ

チ）の登録数は、目標値（低位推計ベース）を

達成できる見通しです。２次以下の下請業者、

地方圏の事業者、小規模現場での普及と登

録後の利用促進などの課題が明確となり、年

度末に開催される運営協議会総会で、新年

度事業計画として方針を示す予定です。 

ＣＣＵＳ登録料等の引上げを決めた２０２０

年９月の協議会総会では、２３年度からの単年

度黒字化をめざす「低位推計」による登録推

進を確認済みです。同推計の２０年度の目標

値は累計で登録事業者数７万社、技能者数５

０万人、カードタッチ７２０万回となっています。 

ＣＣＵＳを市区町村に 
国が直接働きかけ 

国交省・総務省は、１～２月に都道府県ごと

に管内市区町村で開催される公共工事契約

業務連絡協議会に参加し、自治体発注工事

で適正な工期設定・価格契約や建退共電子

化等のため、ＣＣＵＳ活用を呼びかました。 

また、２月１９日国交省発表の引上げ９年連

続となる公共工事設計労務単価について、業

界紙によると団体・自治体等へはＣＣＵＳ登録

指導、現場へのカードリーダー設置なども要

請しています。 

業界全体が２０２３年の完全活用にむけ大き

く動き、公共工事では設計段階からＣＣＵＳ登

録が確認されるようになります。社会保険の完

備もそうだったように、時間はかかっても普通

のことになっていきます。この動きを早く仲間

に知らせ、登録を推進し、働く仲間の処遇改

善につなげていきましょう。当面は支部全体で

登録を呼びかけ、周知徹底をしていきましょう。 

たまにある登録実務の相談⑬ 

一人親方だという１９歳の若者が登録に来た、ど

のように登録したらいいか？ 

一人親方は独立自営の熟練技能者と言え、施工

体系図に事業者として記載され、下請次数が明確

になります（日建連の重層下請構造改善方針では

下請は３次まで）。 

全建総連も委員を出す国交省｢一人親方検討委

員会｣は、能力判定でレベル３以上、経験１０年以

上が必要との資料を出しています(３月までに検

討がまとめられる予定)。レベル３に最速で到達

しても２１歳、１８歳から経験１０年とすると２

８歳となり、１９歳の一人親方はありえません。 

１８歳未満=年少者は特別教育等が必要となる

危険作業は労基法で禁止され、特別教育の資格を

取得したとしても作業禁止で事業主が罰せられ

ます。レベル３は経験３年以上(５年、２年の職種

もある)であり、一人親方は現場施工管理力等を

示す職長や作業主任者などの資格も取得するこ

とが必要で、管理命令下で作業する者は被雇用者

であり一人親方ではありません。本人から就労実

態をよく聞き、雇用関係だと確認できたら技能者

登録のみとします。健保･雇用保険取得が権利保

障されていることなど、労働者としての自覚を促

し青年部加入

も呼びかけま

しょう。 

事業主には

労働者の地

位･賃金を保

障することや

安全衛生関係

の教育は事業

主の義務であ

り、経営にも

よい効果を発

揮すると説明

し、健全な雇

用関係を保て

るよう丁寧に

相談しましょ

う。疑問点は

制度改善要求

につなげ、組

合運動への理

解を得ること

は大切な労働

組合活動でも

あります。 


